
第2節第2節 再犯の防止等に関する施策の成果指標

1   刑法犯検挙者中の再犯者数及び再犯者率【指標番号1】

（平成15年～令和2年）

年　次 刑法犯検挙者数
再犯者数 再犯者率

平成15年 379,602 135,295 35.6

16 389,027 138,997 35.7

17 386,955 143,545 37.1

18 384,250 149,164 38.8

19 365,577 145,052 39.7

20 339,752 140,939 41.5

21 332,888 140,431 42.2

22 322,620 137,614 42.7

23 305,631 133,724 43.8

24 287,021 130,077 45.3

25 262,486 122,638 46.7

26 251,115 118,381 47.1

27 239,355 114,944 48.0

28 226,376 110,306 48.7

29 215,003 104,774 48.7

30 206,094 100,601 48.8

令和元年 192,607 93,967 48.8

2 182,582 89,667 49.1

注　1　警察庁・犯罪統計による。
2　�「再犯者」は、刑法犯により検挙された者のうち、前に道路交通法違反を除く犯罪により検挙されたことがあり、再び検挙された者

をいう。
3　「再犯者率」は、刑法犯検挙者数に占める再犯者数の割合をいう。
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刑法犯検挙者中の再犯者数は、2007年（平成19年）以降、毎年減少しており、2020年（令和2年）
は8万9,667人であった。
一方、再犯者率は、初犯者数が大幅に減少していることもあり、近年上昇傾向にあり、2020年は、
49.1％と、調査の開始（1972年（昭和47年））以降過去最高であった。
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近
年
、
罪
を
犯
し
検
挙
さ
れ
る
人
の

数
は
減
少
し
て
い
ま
す
が
、
再
犯
者
率

は
上
昇
傾
向
で
す
。
犯
罪
を
し
た
人
や

非
行
の
あ
る
少
年
が
、
社
会
の
中
で
立

ち
直
れ
る
よ
う
に
指
導
と
支
援
を
行
う

の
が
保
護
司
で
す
。
保
護
司
の
活
動
を

続
け
、
今
年
で
20
年
に
な
る
松
田
京
子

さ
ん
に
話
を
聞
き
ま
し
た
。

家
庭
や
学
校
に
居
場
所
が
な
い

　
主
に
15
歳
か
ら
18
歳
の
保
護
観
察
と

な
っ
た
若
者
た
ち
と
関
わ
っ
て
き
ま
し

た
。
彼
ら
に
共
通
し
て
い
る
の
は
、
家

庭
や
学
校
、
社
会
に「
居
場
所
」
が
な

く
、
生
き
づ
ら
さ
を
感
じ
て
い
る
こ
と

で
す
。
面
談
は
名
前
や
外
見
な
ど
を
褒

め
て
笑
顔
を
引
き
出
し
、
心
を
開
く
こ

と
か
ら
始
め
ま
す
。
家
庭
環
境
や
交
友

関
係
、
仕
事
な
ど
の
話
を
聞
き
、
再
び

罪
を
犯
さ
な
い
よ
う
に
助
言
を
し
ま

す
。
立
ち
直
り
に
は
本
人
の
努
力
は
も

ち
ろ
ん
で
す
が
、
家
庭
や
地
域
社
会
の

理
解
と
協
力
が
不
可
欠
で
す
。

　
保
護
観
察
は
お
お
む
ね
１
年
で
終
わ

り
ま
す
。
最
後
は「
ま
た
ね
、
と
は
言

わ
な
い
か
ら
ね
」と
言
っ
て
笑
顔
で
送

り
出
し
ま
す
。
数
年
後
、
社
会
人
と
し

て
立
派
に
生
活
し
て
い
る
と
聞
い
た
と

き
、
保
護
司
と
し
て
の
や
り
が
い
や
喜

び
を
感
じ
ま
す
。

気
に
か
け
る
存
在
に

　
再
犯
を
し
た
子
の
面
会
に
少
年
院
ま

で
行
っ
た
こ
と
が
あ
り
ま
す
。
彼
に
は

開
口
一
番
「
叱
り
に
き
た
よ
」
と
言
い

ま
し
た
。
私
の
思
い
に
気
付
く
と
泣
き

な
が
ら
喜
び
、
最
後
は「
も
う
し
な
い
」

と
言
い
、
握
手
を
し
て
別
れ
ま
し
た
。

再出発ができる社会が再犯を防ぐ

立ち直りを
見守り支える

居場所や仕事の確保の
大切さを語る松田さん

保
護
司
の
役
割
は
、
気
に
か
け
て
く
れ

る
存
在
で
あ
り
、
社
会
と
の
懸
け
橋
に

な
る
こ
と
だ
と
痛
感
し
ま
し
た
。
再
犯

さ
せ
な
い
た
め
に
は
、
地
域
社
会
の
中

に
彼
ら
の
居
場
所
や
仕
事
を
確
保
す
る

こ
と
が
重
要
で
す
。「
こ
こ
に
い
て
も

い
い
」
と
い
う
安
心
感
と
経
済
的
な
自

立
が
、
彼
ら
の
立
ち
直
り
を
支
え
ま
す
。

問
地
域
福
祉
課
（
☎
０
９
４
２
・
３
０
・

９
１
７
３
、
℻
０
９
４
２
・
３
０
・
９

７
５
２
）

保護司の活動を紹介する
記事も投稿しています

出典：法務省「令和３年版再犯防止推進白書」

グッチョ
久留米の地域福祉マガジン

動画公開

グッチョとは、「何かを一緒
にし合う」という意味を持
つ筑後地域の方言です。市
内で進む支え合いの活動や
取り組みと、それに関わる
人や団体を市ホームページ
や投稿サイト n

ノ ー ト

ote で紹介し
ています。

49.1％

182,582人

89,667人

■全国の刑法犯検挙者数と再犯者率の推移

住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金支給要件確認書

金融機関名

1.銀行

2.金庫

3.信組

4.信連 本･支店

本･支所

出張所

分類支店名

1普通

2当座

口座番号

店番号

※右詰めでお書き下さい

記載された口座を既に解約しているなどの理由で上記口座とは異なる口座への振込みを希望する場合や、

5.農協

6.漁協

7.信漁連

【受取口座記入欄】※下欄に記載の上、振込先金融機関口座確認書類を添付して下さい。(金融機関番号が不明なときには未記入でも構いません。)

上記口座欄が空欄の場合には、以下の欄に記入して下さい。

住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金について、令和３年度の住民税の課税状況に基づき、支給対象者

支 給 日

支 給 額

支 給 口 座

支 給 方 法

世帯主の方が記入して下さい。

に該当するため、以下のとおり、支給予定額をお知らせします。

以下の内容を確認して、

① 世帯の全員が、住民税が課されている他の親族等の扶養を受けていません。

※上記の回答期限までに返信がない場合は、市区町村は本給付金の支給を辞退したとみなします。

①①・・②②のの双双方方ににチチェェッッククががああるる場場合合にに限限りり、、

上記記入内容に相違ありません。

世帯主氏名 確認日

※本給付金を受給しない場合は、右欄に×印をご記入ください。

連絡先電話番号

金融機関番号

口座名義（カナ）

□□

までに、この確認書を返送して下さい。

■

※通帳の表記に合わせて下さい

確認欄（以下の項目を確認し、確認後にチェック欄（□）にレ点を入れてください。）

② 世帯の中に、住民税課税となる所得があるのに未申告である者はいません。□□

（いずれか１つでもチェックがない場合、支給対象者に該当せず、給付金を受け取れません。）

※確認内容が誤っている場合は給付金の返還を求める場合があります。

また、意図的に虚偽の確認をした場合は不正受給として詐欺罪に問われる場合があります。

【　私の世帯は給付金を受給しません　　　】

（長期間入出金のない口座を記入しないでください。）

給付金が受け取れます。支給対象者に該当し、※

□□

確認書No.

受　付No.

令和　　年　　　月　　　日

ゆうちょ銀行 ６桁目がある場合は

通帳記号 通帳番号

※右詰めでご記入ください

ゆうちょ銀行を選択された場合は、貯金通帳の

口座名義（カナ）

※通帳の表記に合わせて下さい※欄にご記入下さい

た記号・番号をご記入下さい。

〔 〕

1
※

0見開き左上またはキャッシュカードに記載され

発行日　令和４年２月１８日

久留米市長　

久留米市管理欄
10999999

代代理理人人がが確確認認すするる場場合合はは、、裏裏面面のの代代理理確確認認（（受受給給））にに記記入入ししててくくだだささいい。。

令令 和和 44 年年 55 月月 33 11 日日

口座振込

確認書を収受した日から２週間～３週間程度

○○○○銀行　○○○支店　普通 1234*** ｷﾕｳﾌｷﾝ ﾀﾛｳ

(個人情報保護のため、口座番号の一部を非表示とさせていただいております。)

１０万円

住民税非課税世帯などへ臨時特別給付金

2月下旬に確認書を発送
　新型コロナの影響が続く中、生活を支援するため、住民
税非課税世帯などに 10 万円を支給します。対象の非課税
世帯には、2 月下旬に給付金振り込み口座の確認書を発送
しました。給付を受けるには、確認書の提出が必要です。

※ 2 月 21 日時点で制作しています

Ｑ 給付金の支給を受ける人は誰ですか？
Ａ 原則、世帯主です。

よくある質問

久留米市臨時特別給付金コールセンター
☎ 0942・30・9244
℻ 0942・30・9752
平日８時 30 分から 17 時 15 分まで

住
民
税
非
課
税
世
帯
に
発
送

　
令
和
３
年
12
月
10
日
時
点
で
市
内
に

住
民
登
録
が
あ
り
、
世
帯
全
員
の
令
和

３
年
度
分
住
民
税
が
非
課
税
の
世
帯
に

10
万
円
を
支
給
し
ま
す
。

■�

申
請
方
法

　
２
月
下
旬
に
対
象
の
世
帯
主
に
確
認

書
を
発
送
し
て
い
ま
す
。
確
認
書
に

は
、
令
和
２
年
の
特
別
定
額
給
付
金
申

請
時
に
登
録
し
た
口
座
を
印
字
し
て
い

ま
す
。
確
認
書
に
必
要
事
項
を
記
入
し
、

返
送
し
て
く
だ
さ
い

■
添
付
書
類

　
確
認
書
に
印
字
さ
れ
た
口
座
へ
の
振

り
込
み
で
あ
れ
ば
、
添
付
書
類
は
不
要

で
す
。
別
の
口
座
に
振
り
込
む
場
合
は
、

確
認
書
に
口
座
を
確
認
で
き
る
書
類（
通

帳
、
キ
ャ
ッ
シ
ュ
カ
ー
ド
）
と
本
人
確

認
書
類
（
運
転
免
許
証
、
健
康
保
険
証

な
ど
）
の
写
し
を
添
付
し
て
く
だ
さ
い

■
申
込
締
切
日

　
５
月
31
日
㈫

問
久
留
米
市
臨
時
特
別
給
付
金
コ
ー
ル

セ
ン
タ
ー
（
☎
０
９
４
２
・
３
０
・
９
２

４
４
、
℻
０
９
４
２
・
３
０
・
９
７
５
２
、

平
日
８
時
30
分
か
ら
17
時
15
分
ま
で
）

※詳しくはコールセンターに問い合わせください。

Ｑ 給付金は、いつごろ振り込まれますか？
Ａ  書類に不備がなければ、確認書提出後、2 ～ 3 週

間を目途に口座へ振り込みます。確認書に印字し
ている口座以外に振り込む場合は、これよりも時
間がかかる場合があります。

Ｑ  住民税非課税世帯なのに、確認書が届いていま
せんが？

Ａ  住民税非課税世帯であっても、住民税課税者から
扶養されている人のみで構成する世帯などは、給
付の対象外となります。

Ｑ 確認書の提出方法は？
Ａ  返信用封筒を同封していますので、新型コロナウ

イルスの感染拡大防止のため、郵送で提出してく
ださい。

必ず記入

必ず記入

振込口座を変更するときに記入

給
付
金
の
支
給
に
必
要
な
確
認
書
（
見
本
）

郵送される封筒には、確認書と
案内文書などを同封しています
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